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市報第８号 

   電力料金支払請求事件に係る訴えの提起についての専決 

処分報告 

 次の電力料金支払請求事件に係る訴えの提起については、特に緊

急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであ

ったので、地方自治法第 179 条第１項の規定を適用し、平成28年４

月14日市長において次のように専決処分したので、同条第３項の規

定により報告する。 

 承認願いたい。 

平成28年５月20日提出 

横浜市長 林   文 子 

１ 事件名 

 横浜地方裁判所平成28年（ワ）第1479号電力料金支払請求事件 

２ 当事者 

  原告 横浜市 

      代表者  

      横浜市長 林   文 子 

  被告 東京都中央区佃１丁目11番８号 

     日本ロジテック協同組合 

      代表理事 軍 司 昭一郎 

３ 訴訟物の価額 

  680,799,251 円 

４ 訴えの要旨 

(1)  被告（日本ロジテック協同組合）に対し、 673,279,367 円及

びうち 142,675,362 円に対する平成27年11月21日から、うち14 
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 1,020,727 円に対する平成27年12月19日から、うち143,064,52 

 8 円に対する平成28年１月21日から、うち 148,569,806 円に対 

 する平成28年２月20日から、うち97,948,944円に対する平成28 

 年３月19日からそれぞれ支払済みに至るまでの年14.6パーセン 

 トの割合による延滞金を支払うことを求める。 

 (2)  被告に対し、 2,466,744 円及びうち 640,646 円に対する平成 

  28年３月８日から、うち 753,361 円に対する平成28年３月20日 

  から、うち 873,348 円に対する平成28年３月24日から、うち19 

  9,389 円に対する平成28年３月29日からそれぞれ支払済みに至 

  るまでの年 9.1 パーセントの割合による延滞金を支払うことを 

  求める。 

(3)  被告に対し、 5,053,140 円及びこれに対する訴状送達の翌日

から支払済みに至るまでの年５パーセントの割合による延滞金

を支払うことを求める。 

５ 訴えを提起する理由 

横浜市は、被告との間で、横浜市資源循環局旭工場における発

生電力に余剰がある場合に当該余剰に当たる電力を供給し、被告

がこれに対して電力料金を支払う契約（以下「契約１」という。

）、横浜市資源循環局金沢工場及び横浜市環境創造局南部汚泥資

源化センターにおける発生電力に余剰がある場合に当該余剰に当

たる電力を供給し、被告がこれに対して電力料金を支払う契約（

以下「契約２」という。）及び横浜市環境創造局北部下水道セン

ターの太陽光発電所における発生電力のうち同所内で使用する電

力を除いた電力を供給し、被告がこれに対して電力料金を支払う

契約（以下「契約３」という。）をそれぞれ締結した。被告は、
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契約１及び契約２に基づく平成27年９月分以降の電力料金並びに

契約３に基づく平成27年12月分以降の電力料金について、その支

払期限を過ぎても支払わず、その後の催告にも応じないため、訴

えを提起するものである。 

６ 裁判所 

 横浜地方裁判所
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参  考  

   事 件 の 概 要 

１  平 成 27 年 ４ 月 １ 日   横 浜 市 は 、 日 本 ロ ジ テ ッ ク 協 同 組 合 （ 以

下 「 被 告 」 と い う 。 ） と の 間 で 、 横 浜 市 資

源 循 環 局 旭 工 場 に お け る 発 生 電 力 に 余 剰 が

あ る 場 合 に 当 該 余 剰 に 当 た る 電 力 を 供 給 し

、 被 告 が こ れ に 対 し て 電 力 料 金 を 支 払 う 契

約 （ 以 下 「 契 約 １ 」 と い う 。 ） 、 横 浜 市 資

源 循 環 局 金 沢 工 場 及 び 横 浜 市 環 境 創 造 局 南

部 汚 泥 資 源 化 セ ン タ ー に お け る 発 生 電 力 に

余 剰 が あ る 場 合 に 当 該 余 剰 に 当 た る 電 力 を

供 給 し 、 被 告 が こ れ に 対 し て 電 力 料 金 を 支

払 う 契 約 （ 以 下 「 契 約 ２ 」 と い う 。 ） 及 び

横 浜 市 環 境 創 造 局 北 部 下 水 道 セ ン タ ー の 太

陽 光 発 電 所 に お け る 発 生 電 力 の う ち 同 所 内

で 使 用 す る 電 力 を 除 い た 電 力 を 供 給 し 、 被

告 が こ れ に 対 し て 電 力 料 金 を 支 払 う 契 約 （

以 下 「 契 約 ３ 」 と い う 。 ） を そ れ ぞ れ 締 結

し た 。 

  平 成 27 年 ６ 月 か ら 
２            被 告 が 、 契 約 １ 、 契 約 ２ 及 び 契 約 ３ に つ 

平 成 28 年 ２ 月 ま で   

         い て 、 平 成 27 年 ４ 月 分 か ら 各 月 の 電 力 料 金

の 支 払 い を 遅 延 し た た め 、 横 浜 市 は 、 被 告

に 対 し て 電 力 料 金 の 支 払 い を 求 め た 。 被 告

は 、 契 約 １ 及 び 契 約 ２ に つ い て は 平 成 27 年

８ 月 分 ま で は 横 浜 市 の 催 告 に 応 じ て 電 力 料
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金 を 支 払 っ て い た が 、 同 年 ９ 月 分 か ら は 電

力 料 金 を 支 払 わ ず 、 契 約 ３ に つ い て は 平 成

27 年 11 月 分 ま で は 電 力 料 金 を 支 払 っ て い た

が 、 同 年 12 月 分 か ら は 電 力 料 金 を 支 払 わ な

か っ た 。 

３  平 成 28 年 １ 月 21 日   横 浜 市 は 、 未 払 い の 電 力 料 金 を 回 収 す る

た め 、 被 告 が 横 浜 市 に 対 し て 有 し て い る 売

掛 債 権 9,907,867 円 と 、 契 約 ２ に 係 る 平 成 27

年 ９ 月 分 の 未 払 い の 電 力 料 金 121,895,573 円

の う ち 9,907,867 円 を 対 等 額 で 相 殺 し た 。  

 ま た 、 横 浜 市 は 、 被 告 の 債 務 不 履 行 を 理

由 と し て 、 契 約 １ を 解 除 し た 。 

４  平 成 28 年 １ 月 24 日   横 浜 市 は 、 被 告 の 債 務 不 履 行 を 理 由 と し

て 、 契 約 ２ を 解 除 し た 。 

５  平 成 28 年 ２ 月 25 日   横 浜 市 は 、 未 払 い の 電 力 料 金 を 回 収 す る

た め 、 被 告 が 横 浜 市 に 対 し て 有 し て い る 売

掛 債 権 10,869,772 円 と 、 契 約 １ に 係 る 平 成 27

年 ９ 月 分 の 未 払 い の 電 力 料 金 62,217,249 円 の

う ち 10,869,772 円 を 対 等 額 で 相 殺 し た 。 

６  平 成 28 年 ３ 月 ４ 日   横 浜 市 は 、 被 告 の 債 務 不 履 行 を 理 由 と し 

て 、 契 約 ３ を 解 除 し た 。 

７  平 成 28 年 ３ 月 ９ 日   横 浜 市 は 、 未 払 い の 電 力 料 金 を 回 収 す る

た め 、 被 告 が 横 浜 市 に 対 し て 有 し て い る 売

掛 債 権 10,531,472 円 と 、 契 約 ２ に 係 る 平 成 27

年 ９ 月 分 の 未 払 い の 電 力 料 金 111,987,706 円
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の う ち 10,531,472 円 を 対 等 額 で 相 殺 し た 。 

８  平 成 28 年 ４ 月 ７ 日   横 浜 市 は 、 未 払 い の 電 力 料 金 を 回 収 す る

た め 、 被 告 が 横 浜 市 に 対 し て 有 し て い る 売

掛 債 権 10,128,349 円 と 、 契 約 ２ に 係 る 平 成 27

年 ９ 月 分 の 未 払 い の 電 力 料 金 101,456,234 円

の う ち 10,128,349 円 を 対 等 額 で 相 殺 し た 。 

９  平 成 28 年 ４ 月 14 日   横 浜 市 は 、 被 告 に 対 し 、 契 約 １ 、 契 約 ２

及 び 契 約 ３ に 係 る 未 払 い の 電 力 料 金 及 び 延

滞 金 680,799,251 円 の 支 払 い を 求 め て 、 横 浜

地 方 裁 判 所 に 訴 え を 提 起 し た 。 

 

   地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

第 96 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 件 を 議 決 し な け 

 れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 11 号 ま で 省 略 ） 

 (12)  普 通 地 方 公 共 団 体 が そ の 当 事 者 で あ る 審 査 請 求 そ の 他 の 不 服 

  申 立 て 、 訴 え の 提 起 （ 普 通 地 方 公 共 団 体 の 行 政 庁 の 処 分 又 は 裁 

  決 （ 行 政 事 件 訴 訟 法 第 ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 処 分 又 は 同 条 第 ３ 

  項 に 規 定 す る 裁 決 を い う 。 以 下 こ の 号 、 第 105 条 の ２ 、 第 192  

  条 及 び 第 199 条 の ３ 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 同 法 第 11 条 

  第 １ 項 （ 同 法 第 38 条 第 １ 項 （ 同 法 第 43 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す 

  る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 同 法 第 43 条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 

  を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 普 通 地 方 公 共 団 体 を 被 告 と す る 訴 訟 （ 

  以 下 こ の 号 、 第 105 条 の ２ 、 第 192 条 及 び 第 199 条 の ３ 第 ３ 項 

  に お い て 「 普 通 地 方 公 共 団 体 を 被 告 と す る 訴 訟 」 と い う 。 ） に 
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  係 る も の を 除 く 。 ） 、 和 解 （ 普 通 地 方 公 共 団 体 の 行 政 庁 の 処 分 

又 は 裁 決 に 係 る 普 通 地 方 公 共 団 体 を 被 告 と す る 訴 訟 に 係 る も の 

  を 除 く 。 ） 、 あ っ せ ん 、 調 停 及 び 仲 裁 に 関 す る こ と 。 

   （ 第 13 号 か ら 第 15 号 ま で 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

第 179 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 が 成 立 し な い と き 、 第 113 条 た

だ し 書 の 場 合 に お い て な お 会 議 を 開 く こ と が で き な い と き 、 普 通

地 方 公 共 団 体 の 長 に お い て 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 に つ い て 特 に 緊

急 を 要 す る た め 議 会 を 招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い こ と が 明 ら か で

あ る と 認 め る と き 、 又 は 議 会 に お い て 議 決 す べ き 事 件 を 議 決 し な

い と き は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 そ の 議 決 す べ き 事 件 を

処 分 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 162 条 の 規 定 に よ る 副 知 事 又

は 副 市 町 村 長 の 選 任 の 同 意 及 び 第 252 条 の 20 の ２ 第 ４ 項 の 規 定 に

よ る 第 252 条 の 19 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 都 市 の 総 合 区 長 の 選 任 の

同 意 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

議 会 の 決 定 す べ き 事 件 に 関 し て は 、 前 項 の 例 に よ る 。 

  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 処 置 に つ い て は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は

 、 次 の 会 議 に お い て こ れ を 議 会 に 報 告 し 、 そ の 承 認 を 求 め な け れ

 ば な ら な い 。   

   （ 第 ４ 項 省 略 ） 

 


